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第１ 目的 

要人主要行事等の開催場所において発生する災害への即応体制を構築するため、要人訪問施

設及び周辺地域等（以下「要人主要行事等警戒場所」という。）に警戒隊を進駐させ、当該災害

による被害の軽減を図ることを目的とする。 

 

第２ 用語の定義 

この計画における用語の定義は、「警防計画」、「予防計画」及び「Ｇ７出動計画」に定めると

ころによる。 

 

第３ 警戒隊等の進駐期間及び進駐場所等 

 １ 要人主要行事等警戒隊（以下「廿日市警戒隊」及び「機動警戒隊」という。） 

  ⑴ 進駐期間 

    2023年５月 19日（金） 

要人等が宮島を訪問する前から要人等が散会するまでの間とし、警戒隊の出動時間は、

特別警戒本部（廿日市市消防本部）が指示する。 

  ⑵ 進駐場所及び人員数等※１ 

進駐場所※２ 所在地 警戒隊 人員数※３ 

廿日市市 
宮島消防署 

廿 日 市 市 宮 島 町 3 8 1 番 地 ２ 
廿日市警戒隊 ５隊 15名 

機動警戒隊 ３隊 11名 

etto宮島交流館 廿 日 市 市 宮 島 町 4 1 2 番 地 
廿日市警戒隊 １隊 ４名 

機動警戒隊 ８隊 34名 

宮島支所 廿日市市 宮島町 1 1 6 5 番 地６ 廿日市警戒隊 ４隊 12名 

要人訪問施設 廿 日 市 市 宮 島 町 も み じ 谷 廿日市警戒隊 １隊 ５名 

計 22隊 81名 

  ※１ 詳細は、別図１「要人主要行事等警戒場所位置図」～別図５「警戒隊配置図」参照 

※２ 要人等が厳島神社を訪問した後、引き続き、岩惣において夕食会が開催されるため、警

戒隊は同進駐場所において同様に警戒に当たることとする。 

  ※３ 必要に応じ、進駐場所以外に部隊を配置させる場合がある。また、災害態様に応じ、直

近の警戒隊等を追加で出動させる場合がある。 

 

 ２ 予防要員 

  ⑴ 進駐期間 

    2023年５月 19日（金） 

進駐場所への出向時間等については、特別警戒本部（廿日市市消防本部）から指示する

ものとし、原則として要人等の宮島への訪問前から散会するまでの間とする。 

  ⑵ 進駐場所及び人員等（出向隊数）※４ 

進駐場所※５ 予防要員 人員数 

要人訪問施設 予防課員・宮島署員 ２班 ４名 

  ※４ 詳細は、別図１「要人主要行事等警戒場所位置図」～別図５「警戒隊配置図」参照 

※５ １班２名を各要人訪問施設に配置する。 
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第４ 組織等 

１ 組織 

 ⑴ 全体図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 組織図 

    
 

２ 任務等 

  ⑴ 任務 

   ア 統括警戒本部及び特別警戒本部への各種報告 

   イ 機動警戒隊との連携 

   ウ 災害発生時の対応 

エ 関係機関からの情報収集 

   オ 各種情報の整理 

   カ 要人の移動及び滞在情報の収集 

   キ 施設の火災予防 

   ク その他特命事項 
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  ⑵ 任務分担等 

区 分 消防本部 人員数 任務 

予防要員 
予防要員Ａ班 

予防要員Ｂ班 
２班４名 

１ 消防用設備等（消防用設備等、避難施

設、防火設備等をいう。以下、同じ。）の状

況確認及び是正指導 

２ 災害発生時の初動対応（自衛消防組織と

の連携） 

３ 要人の移動及び滞在情報の収集 

４ その他必要な事項 

警戒隊 
廿日市警戒隊 

機動警戒隊 
22隊 81名 

１ ＮＢＣ災害等への対応 

２ 要人訪問施設等への移動配備 

３ その他必要な事項 

 

３ 施設等 

別図１「要人主要行事等警戒場所位置図」～別図４「岩惣平面図」参照 

 

４ 情報通信体制 

別に定める「情報通信要領」のとおりとする。 

 

 ５ 警戒区域 

   各行事開催場所敷地内及びその周辺とする。 

 

第５ 警防対策 

 １ 現地警戒本部長 

  特別警戒本部長（廿日市市消防長）が任命する廿日市市宮島消防署長とする。 

 

２ 活動指揮者 

   現地警戒本部長が指定する廿日市市消防本部の指揮者とする。 

 

３ 出動体制等 

出動体制に関する事項は、「Ｇ７出動計画」及び「進駐警戒拠点（機動警戒）警戒計画」に

定めるところによるものとし、出動指令に関する事項は、「出動指令要領」に定めるところに

よる。 

 

４ 災害事案覚知時の対応 

宮島島内において災害事案を覚知した場合は、速やかに 119 番通報を実施し、必要な警戒隊

等に対する指令要求を行う。 

 

 ５ 警戒隊の活動内容 

   「ＮＢＣ災害等消防活動要領」及び「救急活動要領」等に定めるところによるほか、必要に

応じてその他の初動対応を実施する。 

 

６ 部隊の活動展開 
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宮島島内は、狭隘な箇所が多く、関係機関の動向注視及び各種情報を収集し、廿日市警戒隊

の活動指揮者（廿日市市消防本部）の指揮により、臨機に対応する。 

 

７ 増強出動の要請 

災害の状況等により、警戒隊等のみによる消防力では対応が困難と判断した場合、活動指揮

者は、現地警戒本部に対して必要な警戒隊等の出動又は移動配備等を要請するものとし、現地

警戒本部から要請を受けた特別警戒本部は遅滞なく統括警戒本部（作戦班）へ要請する。 

 

８ 関係機関との連携 

   警察等の関係機関と必要な連携を図るものとする。 

  ※ 特に要人の動向等に係る情報は、逐次情報収集すること。 

 

第６ 予防対策 

１ 予防要員の指揮者 

   予防要員のうち、各要人訪問施設に配置する職員１名を指揮者（以下「予防指揮者」とい

う。）とし、予防要員の指揮及び管理を行うものとする。 

 

 ２ 防災センターにおける勤務 

要人訪問施設の消防用設備等に異常が生じた場合等は、必要に応じて防災センターにおいて

勤務するものとする。 

 

 ３ 予防要員の活動原則等 

⑴ 予防要員は、原則、要人の訪問前に施設の立入検査を行い、施設関係者と連携し、消防用

設備等の管理状況等について適宜確認する。（施設関係者が館内巡回を行う場合に同行する

など、臨機に対応する。） 

⑵ 予防指揮者は、消防用設備等が故障等により正常に作動しないことを覚知した場合、速や

かに現地警戒本部長に報告するとともに、施設関係者に対して消防用設備等点検業者への連

絡を要請する等、必要な指示又は指導を行うものとする。現地警戒本部長から報告を受けた

特別警戒本部長は、速やかに統括警戒本部長（情報班）へ報告する。 

⑶ 予防要員は、災害が発生した場合、施設の自衛消防組織の活動を支援する。なお、その活

動は初動対応に限定するものとする。 

 

第７ 災害対応要領 

 １ ＮＢＣ災害等発生時（異臭事案等を含む。） 

  ⑴ 機動警戒隊は、統括警戒本部の指示（指令）により出動するものとし、早期に災害現況及

び要救助者の把握（特に要人の情報）を行う。 

  ⑵ 活動はＮＢＣ災害等消防活動要領によるほか、活動指揮者（廿日市市消防本部）の指揮に

よる。 

  ⑶ 災害状況等の必要な情報は、逐次現地警戒本部に対して報告し、現地警戒本部から報告を

受けた特別警戒本部は速やかに統括警戒本部（情報班）に報告する。 

 

 ２ ＮＢＣ災害等発生時以外 
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 ⑴ 「廿日市市出動計画」に基づく廿日市警戒隊が出動し、救急活動は、別に定める「救急活

動要領」によるものとする。 

 ⑵ 機動警戒隊は、統括警戒本部（作戦班）の指示（指令）により出動するものとし、その活

動は、原則として、廿日市警戒隊の指揮者（廿日市市消防本部）の指揮により、前記⑴の廿

日市警戒隊と連携した活動を行うなど、臨機に対応する。 

 

第８ 勤務等 

 １ 統括警戒本部への報告 

   要人動向等の情報を入手した場合は、速やかに特別警戒本部に対して報告し、報告を受けた

特別警戒本部は遅滞なく統括警戒本部（情報班）に報告する。 

 

２ 警戒期間中のスケジュール 

 現地警戒本部において、別に示す。 

 

 ３ 服装 

   「特別警戒共通事項」に定めるところによる。 

 

 ４ 関係機関等の連絡先 

   「統括警戒本部活動要領」に定めるところによる。 

 

第９ その他留意事項 

 １ 警戒期間中の留意事項 

  ⑴ 警戒隊の車両動態設定は、原則「出動不能」とする。 

    なお、警戒終了後、災害出動が可能となった場合は、速やかに運用可能設定とすること。 

  ⑵ 警戒中は、災害情報等に傾注するとともに、無線情報等を聞き逃すことのないように留意

すること。 

  ⑶ 進駐場所及びその周辺における喫煙は、厳禁とする。 

 

 ２ その他 

 本計画に定めのない事項については、「警防計画」及び「予防計画」等、その他消防特別警 

戒に関する各種計画・要領等によるものとする。 

 



別図１

主要行事等警戒場所（岩惣・厳島神社）位置図

特別警戒本部

（廿日市市消防本部）

岩惣・厳島神社

国土地理院地図を加工して作成

廿日市市宮島消防署



施設外観

岩惣

別図２

厳島神社



別図３



別図４

岩惣 断面図



別図４

岩惣 地階平面図

凡例 消火器

屋内消火栓

避難経路

○消

○消○消

○消○消



別図４

岩惣 １階平面図

凡例 消火器

屋内消火栓

避難経路

受信機

○消

○消

○消

○消

○消

○消
○消



別図４

岩惣 ２階平面図

凡例 消火器

屋内消火栓（パッケージ型含む）

避難経路

表示板

○消

○消

○消

○消
○消

○消
○消○消

○消

○消

○消 ○消

○消


